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条

例

青
森
県
環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
一
号

青
森
県
環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

県
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
る
地
域
環
境
保
全
対
策
費
補
助
金
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
費
等
補
助
金
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
、
海
岸
漂
着
物
等
の
喫
緊
の

環
境
に
関
す
る
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
事
業

(

以
下

｢

環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業｣

と
い
う
。)

に
要
す
る
経
費
及
び
環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排

出
抑
制
対
策
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
青
森
県
環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
基
金

(

以
下

｢

基
金｣

と
い

う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
額)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
が
交
付
を
受
け
る
地
域
環
境
保
全
対
策
費
補
助
金
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
費
等
補
助
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

(

管
理)
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第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
運
用
益
金
の
処
理)

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

基
金
の
処
分)

第
五
条

基
金
は
、
環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
環
境
保
全
・
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す

る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

青
森
県
汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
二
号

青
森
県
汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料
徴
収
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
三
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
同
法
に
よ
る
改
正
後

の
土
壌
汚
染
対
策
法

(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務
に
係
る

手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料
の
納
入)

第
二
条

新
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
十
四
万
円
の
汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料
を
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料
の
納
入
方
法)

第
三
条

汚
染
土
壌
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
三
号

青
森
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

県
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
耐
震
化
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
整
備
の
た
め
の
事

業

(

以
下

｢

社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
事
業｣

と
い
う
。)

に
要
す
る
経
費
並
び
に
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
財

源
に
充
て
る
た
め
、
青
森
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金

(

以
下

｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
額)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
が
交
付
を
受
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
交
付
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

運
用
益
金
の
処
理)

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

基
金
の
処
分)

第
五
条

基
金
は
、
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
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場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

青
森
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
四
号

青
森
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

県
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
る
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
整
備
す
る
た
め
の
事
業

(

以
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下

｢

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整
備
事
業｣

と
い
う
。)

に
要
す
る
経
費
並
び
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
を
緊
急
に
整
備
す
る
た
め
の
事
業
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整
備
事
業
を
行

う
市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
青
森
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金

(

以
下

｢

基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(
積
立
額)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
が
交
付
を
受
け
る
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
交
付
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

運
用
益
金
の
処
理)

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

基
金
の
処
分)

第
五
条

基
金
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
並
び
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
を
緊
急
に
整
備
す
る
た
め
の
事
業
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整
備
事
業
を
行
う

市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。
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附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

青
森
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
五
号

青
森
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

県
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
、
介
護
職
員
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
の
事
業
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
開

設
等
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業

(

以
下

｢

施
設
開
設
等
支
援
事
業｣

と
い
う
。)

に
要
す
る
経
費
並
び
に
施
設
開
設
等
支
援
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
す
る
補
助
に
要
す
る
経

費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
青
森
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金

(

以
下

｢
基
金｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

積
立
額)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
が
交
付
を
受
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
交
付
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

運
用
益
金
の
処
理)

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

基
金
の
処
分)

第
五
条

基
金
は
、
介
護
職
員
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
の
事
業
及
び
施
設
開
設
等
支
援
事
業
に
要
す
る
経
費
並
び
に
施
設
開
設
等
支
援
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
す
る
補
助

に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

青
森
県
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日
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青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
六
号

青
森
県
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

設
置)

第
一
条

県
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
る
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
、
私
立
の
高
等
学
校
の
生
徒
の
授
業
料
の
減
免
及
び
高
等
学
校
等
の
生
徒

に
対
す
る
奨
学
金
の
貸
与
の
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
青
森
県
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
臨
時
特
例
基
金

(

以
下

｢

基
金｣

と
い
う
。)

を

設
置
す
る
。

(

積
立
額)

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
県
が
交
付
を
受
け
る
高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
臨
時
特
例
交
付
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す

る
。

(

管
理)

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

運
用
益
金
の
処
理)

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

基
金
の
処
分)

第
五
条

基
金
は
、
私
立
の
高
等
学
校
の
生
徒
の
授
業
料
の
減
免
及
び
高
等
学
校
等
の
生
徒
に
対
す
る
奨
学
金
の
貸
与
の
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
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限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
七
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
号
中

｢

同
条
第
二
項｣

を

｢

同
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中

｢

第
十
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。
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第
三
十
六
条
第
三
号
中

｢

同
条
第
二
項｣

を

｢

同
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
八
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例

(

平
成
十
八
年
六
月
青
森
県
条
例
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中

｢

百
分
の
十
二｣

の
下
に

｢

と
し
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
係
る
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
の
税
率
は
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
使

用
済
燃
料
に
係
る
原
子
核
分
裂
を
さ
せ
る
前
の
ウ
ラ
ン
の
重
量
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
八
千
三
百
円｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
二
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定

(

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
係
る
核
燃

料
物
質
等
取
扱
税
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
同
号
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
係
る
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
に
つ
い
て
適
用
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し
、
同
日
前
に
行
っ
た
同
号
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
係
る
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
歯
科
技
工
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
九
号

青
森
県
歯
科
技
工
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
歯
科
技
工
士
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

歯
科
技
工
士
試
験｣

を

｢

歯
科
技
工
士
国
家
試
験｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

歯
科
技
工
士
試
験
を｣

を｢

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
を｣

に
、｢

歯
科
技
工
士
試
験
受
験
手
数
料｣

を｢

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
受
験
手
数
料｣

に
改
め
、

同
条
第
二
号
中

｢

歯
科
技
工
士
試
験
の｣

を

｢

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の｣

に
、

｢

歯
科
技
工
士
試
験
合
格
証
明
書
交
付
手
数
料｣

を

｢

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
合
格
証
明
書
交

付
手
数
料｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日
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青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
号

青
森
県
子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例

(

平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中

｢
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
一
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
港
湾
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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別
表
第
一
の
備
考
の
第
九
号
及
び
第
十
号
中

｢

第
九
号｣

を

｢

第
十
号｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中

｢

第
十
四
号
イ｣

を

｢

第
十
五
号
イ｣

に
改

め
、
同
表
の
備
考
の
第
十
四
号
中

｢

小
型
船
舶
用
浮
桟
橋｣

の
下
に

｢

及
び
船
揚
場
の
上
架
設
備｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
二
号

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
空
港
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
九
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

八
十
三｣

を

｢

八
十
六｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日
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青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
三
号

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

三
五
〇
床｣

を

｢

二
三
〇
床｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
四
号

青
森
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
に
関
す
る
事
務

第
一
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二

法
第
四
条
の
三
第
一
項

(

法
第
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
る
認
知
機
能
に
関
す
る
検
査
に
関
す
る
事
務

第
一
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
一

法
第
九
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
年
少
射
撃
資
格
認
定
証

の
書
換
え
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
務

十
二

法
第
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
に
関
す
る
事
務

別
表
第
一
号
中

｢

九
千
円｣
を

｢

一
万
五
百
円｣

に
、

｢

五
千
三
百
円｣

を

｢

六
千
七
百
円｣

に
、

｢

五
千
四
百
円｣

を

｢

六
千
八
百
円｣

に
、

｢

三
千
百
円｣

を

｢

四
千
三

百
円｣

に
改
め
、
同
表
第
八
号
中｢
七
千
九
百
円｣

を｢

八
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
第
七
号
中｢

七
千
九
百
円｣

を｢

八
千
九
百
円｣

に
改
め
、

同
号
を
同
表
第
九
号
と
し
、
同
表
第
六
号
中｢
五
千
八
百
円｣

を｢

七
千
二
百
円｣

に
、｢

三
千
五
百
円｣

を｢

四
千
八
百
円｣

に
、｢

五
千
四
百
円｣

を｢

六
千
八
百
円｣

に
、

｢

三
千
百
円｣

を

｢

四
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
八
号
と
し
、
同
表
第
五
号
を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
第
四
号
を
同
表
第
六
号
と
し
、
同
表
第
三
号
中

｢

二
万
千

円｣

を

｢

二
万
二
千
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

― ―17
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別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
備
考
中

｢

第
六
号｣

を

｢

第
八
号｣

に
、

｢

五
千
八
百
円｣

を

｢

七
千
二
百
円｣

に
、

｢
三
千
五
百
円｣

を

｢

四
千
八
百
円｣

に
、

｢

五
千
四
百
円｣

を

｢

六
千
八
百

円｣

に
、

｢

三
千
百
円｣

を

｢

四
千
四
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則
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１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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